
新型コロナウイルス感染者発生施設事業継続支援要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染者の発生により職員の勤務が制限される等で職員が不

足し、運営が困難になった社会福祉施設等（政令市及び市町（以下「市町」という。）所管施設を

含む。以下「感染者発生施設」という。）の事業継続を支援するため、必要な事項を定めるものと

する。

(平時の取組)

第２条 静岡県（以下「県」という。）及び市町は、平時から、社会福祉施設等における事業継続計

画の作成支援及び職員に対する研修等、新型コロナウイルスの感染防止及び感染者集団（以下「ク

ラスター」という。）の発生に備えた対策等の徹底を図るものとする。

２ 社会福祉施設等は、個人防護具の備蓄等の感染防止対策を行うとともに、職員の感染対策スキル

向上のため、厚生労働省や県等で提供する動画等を活用した研修等を実施するものとする。

３ 社会福祉施設等は、平時から、クラスターの発生に備え、事業継続計画の作成、感染症対策本部

等の施設内設置及び同一法人等グループ内の職員補完体制の構築等の体制整備を図るものとする。

（クラスター福祉施設支援チームの設置）

第３条 県は、感染者発生施設で勤務が制限される等で職員が不足する状況が生じた場合や医療体制

の逼迫等により要介護者等の入院が困難になった場合に、感染者発生施設の事業継続を支援するた

め、関係各課及び関係団体で組織する「クラスター福祉施設支援チーム（ＣＷＡＴ（Cluster Welfare

Assistance Team））」（（以下「福祉施設支援チーム」という。）を設置する。

２ 支援チームの組織図は、別紙１のとおりとする。

(医療関係機関との連携)

第４条 県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ)、ふじのくに感染症専門医協働チーム(ＦＩＣＴ)等

の医療関係機関と随時、連絡調整、情報交換を行う。

（市町との連携）

第５条 県及び市町は、協力して感染者発生施設の利用者の保護に努めるとともに、感染者発生施設

の事業継続に支障が生じることのないよう感染者発生施設に対する指導に努め、必要な情報を共有

するものとする。

（個人防護具等の支援）

第６条 感染者発生施設でマスク、ガウン等の個人防護具が不足又は不足が見込まれる場合、県及び

市町は、備蓄している個人防護具を感染者発生施設に提供する。

２ 感染者発生施設への個人防護具の提供方法は、別に定める。

（応援職員の募集・登録）

第７条 県は、感染者発生施設の事業継続を支援するため、応援職員の派遣が可能な施設（以下「派

遣候補施設」）の候補職員を別に定める方法により予め募集し、登録しておくものとする。

（応援職員の派遣先）

第８条 応援職員の派遣先は、次の施設を対象とする。

(1) 高齢者施設 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認

知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付



き高齢者向け住宅ほか

(2) 障害児者施設 障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、共同生活援助事業所ほか

(3) その他施設 宿泊療養施設、救護施設、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設ほか

（応援職員の派遣依頼等）

第９条 感染者発生施設において職員が不足する場合、感染者発生施設を運営している法人（以下「運

営法人」）は、他に運営している施設又は事業所の職員を配置換えするなどの措置を講じ、職員の

不足に対応するものとする。

２ 感染者発生施設の運営法人は、前項の措置を講じてもなお職員が不足するときは、「クラスター発

生時情報確認シート」（様式１）及び「感染対策状況確認シート」（様式１-２）により、県に順次
状況を報告することとし、「職員派遣依頼書」（様式２）により、県に応援職員の派遣を依頼するこ

とができる。

３ 複数の感染者が発生したときの応援職員派遣依頼の流れは、別紙２のとおり。

４ 感染者発生施設の運営法人が前項に定める派遣を依頼できない場合には、当該施設が所在する市

町が代わって派遣を依頼することができるものとする。

(応援職員の派遣期間等)

第 10 条 感染者発生施設への派遣人数及び派遣期間は、感染者発生施設の状況に応じ、県が決定す

る。

２ 応援職員の派遣期間は、14 日間以内とし、静岡県老人福祉施設協議会、静岡県老人保健施設協会

及び静岡県知的障害者福祉協会（以下「派遣調整団体」という。）と派遣候補施設の協議結果によ

り、社会福祉法人静岡県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）が決定する。

３ 応援職員の派遣が終了したときの待機期間は、医療機関等の判断によるものとする。

（応援職員の業務）

第 11 条 感染者発生施設は、応援職員の健康管理のため、出退勤時の体温測定、問診などを実施す

る。

２ 感染者発生施設は、応援職員が使用するユニフォームやマスク、ガウン、手袋等の個人防護具、

その他必要な用具を準備の上、支給又は貸与することとする。

３ 感染者発生施設は、応援職員が行う業務内容等を予め定めておくものとし、応援職員は、感染者

発生施設の指示により業務を行うものとする。

(応援職員の派遣エリア)

第 12条 感染者発生施設は、応援職員及び応援職員を派遣した施設（以下「派遣元施設」という。）

への影響を考慮し、原則として新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚接触者及び感染が疑われ

る者がいる場所（以下「汚染エリア」という。）以外の場所へ、応援職員の派遣を依頼するものと

する。

２ 職員の大半が感染してしまった場合等の特別な事情がある感染者発生施設から汚染エリアへの

応援派遣の依頼があった場合には、県は、県社協、派遣調整団体、派遣元施設及び応援職員の同意

を得た上で、汚染エリア内の場所へ応援職員の派遣を要請することができるものとする。

３ 応援スキームのイメージは、別紙３のとおりとする。

(応援職員の派遣条件)

第 13 条 応援職員は、原則、日勤業務を行うものとする。なお、事前に派遣元施設及び応援職員の



同意を得た上で、応援職員に夜勤業務及び時間外勤務を行わせることができるものとする。

２ 派遣元施設は、必要に応じて応援職員にＰＣＲ検査等を実施するものとする。なお、県は、応援

職員のＰＣＲ検査等について、優先的に実施できるよう配慮するものとする。

３ 応援職員の交通費、ホテル宿泊費、損害保険、危険手当等に要する経費は、別紙４のとおりとし、

派遣元施設は、県又は政令市に対し、補助金の交付を申請できるものとする。

４ 応援職員がホテル等の宿泊施設を利用することが必要な場合、宿泊施設の確保は、派遣元施設が

行うものとする。なお、派遣元施設での確保が困難である場合は、県社協及び派遣調整団体が支援

するものとする。

５ 応援職員が感染者発生施設の指示により業務に従事している中で、感染者発生施設の利用者を負傷

させた場合や、感染者発生施設の設備・備品等を損傷した場合は、派遣元施設が加入する保険で対応

することを原則とする。

（派遣調整の要請）

第14条 県は、感染者発生施設、ＤＭＡＴ、ＦＩＣＴ等の医療関係機関及び市町と随時、連絡調整、

情報交換を行い、その内容を速やかに県社協及び派遣調整団体に情報提供するものとする。

２ 県は、派遣の依頼を受けたときは、県社協を通じて派遣調整団体に、当該感染者発生施設への応

援職員の派遣を要請するものとする。

３ 派遣調整団体が調整窓口として派遣調整を行う対象施設等は、次のとおりとする。

４ 前項以外の対象施設等の場合は、県社協と派遣調整団体が派遣調整を行うものとする。

５ 県社協及び派遣調整団体は、派遣調整に当たっての具体的な情報等が不足する場合は、感染者発生施設

に対し、直接、聞き取り等をできるものとし、その内容については、県と情報共有するものとする。

（候補施設の選定、協議）

第 15条 派遣調整団体は、前条の規定により要請を受けたときは、感染者発生施設が所在する地域等

を考慮し、派遣候補施設として登録された施設の中から派遣する候補者を選定するものとする。

２ 派遣調整団体は、前項により候補者を選定するときは、当該派遣候補施設の施設長や管理者等（以

下「管理者」という。）と応援職員の派遣について協議し、選定するものとする。

（協議への回答）

第 16 条 前条第２項の規定により協議を受けた派遣候補施設の管理者は、候補職員の派遣の可否に

ついて、速やかに派遣調整団体に回答するものとする。なお、候補職員の派遣が困難な場合は、代

替職員の派遣も可能とする。

（派遣調整結果の報告）

第 17条 派遣調整団体は、派遣調整の結果を、県社協を通じて「応援職員調整結果表」（様式３）に

より、県に報告するとともに、派遣元施設の管理者に報告するものとする。

派遣調整団体 対象施設等

静岡県老人福祉施設協議会
介護老人福祉施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

老人短期入所施設

静岡県老人保健施設協会 介護老人保健施設

静岡県知的障害者福祉協会
障害者支援施設、福祉型障害児入所施設及び共同生活援助事

業所（団体非会員を除く。）



（派遣の決定、変更及び終了）

第 18条 県は、前条の報告を受けて派遣決定を行うとともに、感染者発生施設に対し派遣の決定を通

知する。また、県は、速やかに県社協及び派遣調整団体に当該情報を提供するものとする。

２ 前項の規定により決定した派遣期間については、必要に応じて、その期間を変更することができ

るものとする。

３ 県は、前項の規定により、派遣期間を変更した場合、派遣元施設及び感染者発生施設に派遣期間

の変更を通知する。また、県は、速やかに県社協及び派遣調整団体に当該情報を提供するものとす

る。

４ 県は、派遣の目的が終了したと判断したときは、派遣元施設及び感染者発生施設に対し、派遣終

了を通知するとともに、速やかに県社協及び派遣調整団体に当該情報を提供するものとする。

（応援職員の報告）

第 19条 派遣された応援職員は、感染者発生施設における業務内容について、「派遣業務報告書」（様

式４）により、派遣元施設に報告する。また、派遣元施設は、派遣調整団体を通じて県及び県社協

に当該報告書を提出するものとする。

（その他）

第 20 条 この要綱に定める事項に係る疑義については、県と県社協及び派遣調整団体の間で誠意を

もって協議するものとする。

附 則

１ この要綱は、令和３年２月１日から施行し、令和２年 10月１日から適用する。

２ この要綱の規定にかかわらず、派遣調整団体が独自にこの要綱と同趣旨で、会員施設等を対象に

取扱規程等を定めている場合は、当該派遣調整団体の対象施設においては、当該派遣調整団体が定

める取扱規程等を引き続き適用できるものとする。

附 則

１ この要綱の改正は、令和３年４月１日から適用する。

２ この要綱の規定にかかわらず、派遣調整団体が独自にこの要綱と同趣旨で、会員施設等を対象に

取扱規程等を定めている場合は、当該派遣調整団体の対象施設においては、当該派遣調整団体が定

める取扱規程等を引き続き適用できるものとする。



【様式１】（第９条関係）





【様式２】（第９条関係）



【様式３】（第 17 条関係）



Fax 番号

様

派遣業務報告書

感染者発生施設名

勤務日 令和 年 月 日 （ 曜日）

勤務時間 ： ～ ：

派遣元施設名

派遣者氏名

業務内容

(簡潔に)

午前

・

・

・

午後

・

・

・

感想・伝達事項

など

【様式４】（第 19条関係）







別紙３（第 12条関係）

応援派遣

応援派遣




